
 

農林水産省登録 

第 1 6 7 5 9 号 

 

殺虫剤 

トレボン粒剤 

エトフェンプロックス粒剤 

 

平成 27年 1月 21日付で以下の登録になります。 

 

○作物名「稲（箱育苗）」を削除する。 

 

変更後の「適用害虫と使用方法」 

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽを

含む農薬の 

総使用回数 

稲 

ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ 

ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ 

ｲﾈｿﾞｳﾑｼ 

ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

ｲﾅｺﾞ類 

ｳﾝｶ類 

ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 

2～3 

kg/10a 
収穫 21日

前まで 
3回以内 散布 3回以内 

ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第 1 世代 3kg/10a 

さとうきび ﾊﾘｶﾞﾈﾑｼ類 9kg/10a 
植付時 

1回 

植溝土壌混和 
1回 

畑わさび 

ﾅﾄﾋﾞﾊﾑｼ 

3kg/10a 

2回以内 

(植付時の 

土壌混和は 1回

以内、散布は 

1回以内) 

収穫 14日

前まで 
散布 

わさび 

畑育苗期 

ただし、 

植付時 

植溝土壌混和 

畑育苗期 

散布 れんこん ｲﾈﾈｸｲﾊﾑｼ 
収穫 14日

前まで 3回以内 3回以内 

いぐさ ｲｸﾞｻｼﾝﾑｼｶﾞ 2kg/10a － 

 

使用上の注意事項については、製品に貼付されている注意事項を参照のこと。 

 

他の対象農薬名称及び登録番号は以下のとおり 

登録番号 農薬名称 

16983 日産トレボン粒剤 

16984 クミアイトレボン粒剤 

16985 サンケイトレボン粒剤 

 


